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資料２

１ 背景

令和４年12月 都「TOKYO強靭化プロジェクト」策定

・「風水害」、「地震」、「火山噴火」、「電力・通信等の途絶」及び
「感染症」の５つの危機に対して、東京の強靭化に向けた目指す到達
点と、2040年代までの施策の全体像を明らかにし、都が実施する事業
をとりまとめたもの

（令和５年12月 都「TOKYO強靭化プロジェクト upgradeⅠ」策定（参考資料１））

◆屋外広告物関係 「激甚化する風水害から都民を守る」

強風対策･･･強風による看板等の飛散事故等を防止

事業の内容 ・屋外広告物自己点検報告書の点検項目を具体化し、看板等の点検
強化を促進

・看板の安全管理ガイドブック（参考資料２）等により、看板の
所有者等に対し、的確な点検方法を周知

・ホームページなど様々な媒体を活用し、飛来の恐れのある物の台風前
の備えを周知

「屋外広告物自己点検報告書」（施行規則様式）（参考資料３）の
点検項目具体化について規格等検討小委員会において審議
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２ 現行の都の「屋外広告物自己点検報告書」

・継続許可申請及び（表示位置）変更申請の際、
自己点検報告書の添付が必要

・自己点検報告書の添付を要する屋外広告物

広告塔、広告板、アーチ、装飾街路灯

※いずれも許可期間２年以内

※高さ４ｍ超又は表示面積10㎡超の広告塔及び
広告板、アーチ並びに装飾街路灯については
屋外広告物管理者（★）による自己点検報告
書の提出が必要 ★建築士等の有資格者

・現行の点検項目（６項目）

① 取付け（支持）部分の変形又は腐食
② 主要部材の変形又は腐食
③ ボルト、ビス等のさび
④ 表示面の汚染、変色又ははく離
⑤ 表示面の破損
⑥ その他特に点検した箇所

→点検項目・点検内容をより具体化し、
点検の実効性を高める



３ 今後の進め方（案）

令和６年度 令和７年度

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

条例・規則
改正等

東京都
広告物
審議会
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規格小①

• 東京都及び各自治
体の点検に関する
規定について報告

• 点検に関する規定
改正の論点整理

• 自己点検報告書
の点検項目改正
等に係る施行規
則改正（案）の
審議

規格小②

規格小②規格小①

本審②

規則
公布

規則
施行

• 自己点検報告書
の点検項目改正
等に係る施行規
則改正（案）の
審議

本審②

施行規則
改正手続
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本審①

本審①

• 屋外広告物
点検強化の
促進につい
て


